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特定秘密保護法の内部通報窓⼝の公表状況をまとめました 
特定秘密を指定する 19 機関のうち、ＨＰで窓⼝を公表しているのは 6 機関 
 

 

 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウスは、公的機関の情報公開と個人情報

保護に取り組む法人です。 

 特定秘密保護法が 12 月 10 日に施行されました。10 月に閣議決定された運用基準で

は、特定秘密の指定・解除、特定行政文書ファイル等の管理に関して、特定秘密保護法

等に従って行われていないと思料する場合に、各行政機関に通報する窓口を設置し、公

表するものとしています（V-4（1））。 

 そこで、特定秘密保護法施行後、1週間を経た段階で特定秘密の指定権限を有する各

行政機関の、ホームページでの窓口を公表状況を確認しました。 

 

 【確認の条件】 

・ 12月 16日 17時までに、「特定秘密」「特定秘密 窓口」というキーワードによ

り検索した結果 

・ 念のために、各省庁で公益通報に関する窓口情報を掲載しているホームページ

の該当箇所も確認 

 

 結果の概要は以下の通りです。（個別の状況は別紙 1） 

 

 ○ホームページで窓口を公表していた機関 

 独立公文書管理監（内閣府情報保全監察室） 

 内閣官房、国家公安委員会、金融庁、法務省、公安調査庁、防衛省（6 機関） 

 

 内閣府は、独立公文書管理官が全省庁からの通報を受け付ける窓口になっており、それ

については公表されていましたが、内閣府内部の通報窓口については、公表が確認できま

せんでした。 

 特定秘密保護法が施行されている以上は、速やかな窓口の公表を求めます。 

 

◆連絡先 

 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス（担当 三木由希子） 

 〒160‐0008 東京都新宿区三栄町 16‐4 芝本マンション 403 

 TEL.03‐5269‐1846 FAX.03‐5269‐0944  

E‐Mail icj@clearing‐house.org    http://clearing‐house.org 

〒160‐0008 東京都新宿区三栄町 16‐4 芝本マンション 403 

TEL.03‐5269‐1846 FAX.03‐5269‐0944 

E‐Mail icj@clearing‐house.org    http://clearing‐house.org 
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別紙 1 

特定秘密に係る通報窓⼝の公表状況⼀覧 
 

【独立公文書管理監の通報窓口】 

 ○内閣府情報保全監察室 

http://www8.cao.go.jp/kenshoukansatsu/tsuuhou/index.html 

 

 

行政機関名  通報窓口  情報掲載先 

内閣官房 
内閣官房内閣総務官室調

整担当 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/pdf/14121

0madoguchi.pdf 

国家安全保障会議  不明   

内閣府  不明 

国家公安委員会  メールの窓口を公表  http://www.npsc.go.jp/totutei/index.pdf 

警察庁  不明 

金融庁  総務企画局総務課 
http://www.fsa.go.jp/receipt/tokuteihimit

u/index.html 

総務省  不明 

消防庁  不明 

法務省  大臣官房秘書課 
http://www.moj.go.jp/hisho/shomu/hish

o01_00140.html 

公安審査会  不明 

公安調査庁  総務部総務課審理室 
http://www.moj.go.jp/psia/tokutei_mado

guchi.html 

外務省  不明 

財務省  不明 

厚生労働省  不明 

経済産業省  不明 

資源エネルギー庁  不明 

海上保安庁  不明 

原子力規制委員会  長官官房総務課  特定秘密保護規程に記載 

防衛省  大臣官房文書課 
http://www.mod.go.jp/j/proceed/koueki_

tuho/ 

※ 原子力規制委員会は、特定秘密保護にかかる規程まで見れば窓口の記載はあるが、

窓口そのものの情報を公表しているわけではないので今回は除外 


